
鹿屋市における認定手続きの流れ

ケースⅠ 鹿屋市（所管行政庁）が認定を実施する場合

①認定申請

②認定通知

ケースⅡ 併せて建築基準関係規定に適合するかどうか審査を申し出る場合

①認定申請 ②通知

④認定通知 ③確認済証

ケースⅢ 申請者が評価機関の事前審査を経た上で、認定を実施する場合

③認定通知

ケースⅣ 申請者が評価機関が事前審査を経た上で、認定を実施する場合

併せて建築基準関係規定に適合するかどうか審査を申し出る場合

③認定通知 ④確認済証

※指定確認検査機関で確認審査を受け、確認済証を交付された後に認定申請を行う場合は、

受付時に確認申請の副本の図面と長期優良住宅認定申請の図面の照合をおこないますので

確認申請の副本を持参してください。
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